
16広報みかさ　2015. 4

高齢者バス回数券
を交付します

　市立病院への通院や市内中心部での買い物などで中央
バスを利用する高齢者の方に、バス運賃の一部を助成す
る回数券を交付します。

【交付内容】
　最寄りのバス停から市立病院前までの片道運賃が200
円を超える地域に住む70歳以上の方に、200円を超える
金額分の回数券（52枚）を無料で交付します。

【対象者】
次のすべてに該当する方
①4月1日現在、市内に住所がある方
②平成28年3月31日時点で70歳以上の方
③最寄りのバス停が次の区間にある方
▶幾春別町～清住西
▶三笠入口～地神宮
④バスを利用できる身体状況の方

【申請受付日時・場所】
時間

日
9:00～12:00 14:00～17:00

4月 6日㈪ 美園市民センター 幾春別市民センター
7日㈫ 唐松市民センター 岡山市民センター
9日㈭ 弥生市民センター
10日㈮～

翌年3月31日㈭
ふれあい健康センター
（土・日曜日、祝日を除く8:30～17:00）

【持参する物】①印かん②健康保険証など（本人の年齢や
住所が分かるもの）

【注意事項】
①利用できる期間は交付日から平成28年3月31日までです。
②市外への乗車には使用できません。
③障がい者割引の方は、障がい者割引後100円を超える
金額分の回数券を交付します。
④回数券との差額分は、現金または中央バス回数券でお
支払いください。
⑤1回の乗車につき1枚のみです。
⑥使用は交付を受けた本人のみです。
⑦払い戻しはできません。
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今
年
度
、柏
町
墓
地
の
新
規
造
成

工
事
を
行
い
、新
規
貸
付
区
画
の
募

集
を
行
う
の
で
希
望
す
る
方
は
お
問

い
合
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せ
く
だ
さ
い
。

【
墓
地
名
】三
笠
市
柏
町
墓
地（
柏
町

４
３
２
番
地
1
）

【
墓
地
使
用
開
始
時
期
】平
成
27
年
7

月
中
旬（
予
定
）

【
応
募
期
限
】6
月
19
日
㈮
午
後
5
時

※
使
用
者
は
抽
選
で
決
定
し
ま
す
。

　

初
回
は
抽
選
で
、使
用
者
を
決
定

し
ま
す
が
、申
込
終
了
後
区
画
に
余

り
が
あ
れ
ば
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

【
受
付
場
所
】市
民
生
活
課
環
境
衛
生

係【造
成
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画
数
】25
区
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4
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、8
㎡
…
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０
０
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０
０
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込
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件
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内
に
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を
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す
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方
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画
を
自
己
管
理
で
き
る
方

※
す
で
に
三
笠
市
営
墓
地
の
使
用
許

可
を
受
け
て
い
て
も
、移
設
を
条
件

に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
必
要
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類
】

①
申
込
用
紙

②
印
か
ん

③
身
分
証
明
書（
市
内
に
住
所
を
有

す
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の
）

※
募
集
案
内
と
申
込
用
紙
は
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

◆
お
墓
の
建
て
替
え
や
遺
骨
の
移
動

に
つ
い
て
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内
に
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・
納
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堂
を
所
有
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、
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建
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え
る
場
合
や
、
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の
お
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な
ど
の
納
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堂
に
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手
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。
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る
自

治
体
で
改
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遺
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の
移
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手
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必
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。

　

墓
地
の
継
承
者
が
い
な
い
た
め
、遺

骨
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
相

談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。現
在
、市

で
は
合
葬
墳
墓
が
あ
り
ま
せ
ん
。市
内

で
は
、公
益
財
団
法
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北
海
道
中
央
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園（
大
里
３
３
４
）が
合
葬
墳
墓
を
開

設
し
、永
代
供
養
を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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衛
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②
３
１
８
９
／
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法
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中
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園
☎
③
１
５
１
１

不正使用が判明した場合は、使用済み金額を返還して
いただきます

環
境
衛
生
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

【問合先】ふれあい健康センター福祉係☎③2010
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